
別紙 

 

セーフティネット支援対策等事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

１ セーフティネット支援対策等事業費補助金については、予算の範囲内において交

付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法

律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３

０年政令第２５５号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成１２年
厚生省

労働省令第６

号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

２ この補助金は、地方自治体等が生活保護受給世帯のほか、地域社会の支えを必要

とする要援護世帯に対する自立支援プログラムの策定や、自立・就労に向けた様々

な支援サービスを総合的、一体的に実施することにより、地域社会のセーフティネ

ット機能を強化し、もって生活保護受給者を含む地域の要援護者の福祉の向上に資

することを目的とする。 

 

（交付の対象） 

３ この補助金は、次の事業を交付の対象とする。 

  平成１７年３月３１日社援発第０３３１０２１号厚生労働省社会・援護局長通知

の別紙「セーフティネット支援対策等事業実施要綱」（以下「実施要綱」という。）

に基づき、都道府県、指定都市、中核市、市区町村（指定都市及び中核市を除き、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第２項に規定する一部事務組合

及び同条第３項に規定する広域連合を含む。以下同じ。）が実施する事業及び中核

市、市区町村、社会福祉協議会、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動促進法

（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人（以下「Ｎ

ＰＯ法人」という。）等の非営利法人等が実施する事業に対し都道府県、指定都市、

中核市又は市区町村が補助する事業、「厚生労働省所管の法人及び厚生労働大臣が

特に必要と認めた法人であって、申請した事業が平成２５年５月１５日社援発０５

１５第１号厚生労働省社会・援護局長通知の別添「社会福祉推進事業実施要領」に

定める社会福祉推進事業評価委員会における評価において採択された法人」（以下

「社会福祉推進事業採択法人」という。）が行う社会福祉推進事業並びに平成２５

年５月１５日社援発０５１５第６号厚労省社会・援護局長通知の別添「寄り添い型

相談支援事業（全国支援事業）実施要綱」（以下、「寄り添い型相談支援事業実施

要綱」という。）に基づき厚生労働省の採択した法人（以下、「寄り添い型相談支

援事業（全国支援事業）実施法人」という。）が実施する寄り添い型相談支援事業

（全国支援事業）として以下に掲げるもの。 

（１）自立支援プログラム策定実施推進事業 

    実施要綱の別添１に基づき、地方自治体における自立支援プログラムの策



定・実施を推進するため、生活保護受給者等の自立・就労支援のための福祉事

務所の実施体制及び多様かつ重層的なメニュー・各種サービスを整備する事業。 

（２）生活保護適正実施推進事業 

    実施要綱の別添２に基づき、生活保護の適正な運営を確保するため、生活保

護法施行事務監査、診療報酬明細書の点検強化等による医療扶助の適正化、収

入資産調査の充実強化等による認定事務の適性化、生活保護関係職員の資質向

上のための研修の実施、町村福祉事務所の設置に対する支援、行政対象暴力に

対する警察との連携協力体制強化等、各種適正化の取組を推進する事業。 

（３）地域福祉増進事業 

    実施要綱の別添３から１７及び「介護福祉士等修学資金の貸付けについて」

（平成５年５月３１日厚生省社援発１６４号本職通知。以下「介護福祉士等修

学資金貸付制度実施要綱」という。）及び「生活福祉資金の貸付けについて」

（平成２１年７月２８日厚生労働省発社援０７２８第９号本職通知）のほか関

連通知に基づき、地域社会の支えを必要とする要援護者の自立・就労を支援す

るため、福祉サービスの利用援助や苦情解決、低所得世帯等を対象とした資金

の貸付け、福祉人材の養成・確保、さらに住民が相互に支え合う地域づくりの

支援等により、地域社会におけるセーフティネット機能を整備する事業。 

（４）中国残留邦人等地域生活支援事業 

    実施要綱の別添１８から２２に基づき、中国残留邦人等の自立を支援するた

め、地域における支援ネットワークの構築、日本語学習者への支援、通訳の派

遣等を行うことにより、地域の一員として普通の暮らしを送れるよう支援及び

支援給付の適正な運営を確保する事業。 

（５）寄り添い型相談支援事業（全国支援事業） 

寄り添い型相談支援事業実施要綱に基づき、生きにくさ、暮らしにくさを抱

える人々に対し、いつでも電話による相談を受けて悩みを傾聴するとともに、必

要に応じ、面接相談や同行支援を実施して具体的な問題解決に繋げる事業。 

 

（交付額の算定方法） 

４ この補助金の交付額は、次の(１)から(５)により算出された額の合計額とする。 

  ただし、別表の第２欄に定める種目ごとに算出された合計額に１，０００円未満

の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（１）自立支援プログラム策定実施推進事業 

  ア 都道府県、指定都市、中核市又は市区町村（町村については福祉事務所を設

置している町村に限る。）が行う事業 

（ア） 別表の第２欄に定める種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定

める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付

金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

  （イ） （ア）により選定された額に第５欄に定める補助率を乗じる。 

  （ウ） （イ）により算出された額の合計額を交付額とする。 

  



  イ 社会福祉法人、公益法人、ＮＰＯ法人（以下「社会福祉法人等」という。）

が行う実施要綱の別添１の（９）に規定する事業に対して都道府県、指定都市、

中核市又は市区町村（町村については福祉事務所を設置している町村に限る。）

が補助する事業 

（ア） 別表の第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額（社会福祉

法人については寄付金を除く。）を控除した額とを比較して少ない方の額

を選定する。 

（イ） （ア）により選定された額と都道府県が補助した額とを比較して少ない

方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。 

（２）生活保護適正実施推進事業 

  ア 別表の第２欄に定める種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める

対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他

の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

  イ アにより選定された額に第５欄に定める補助率を乗じる。 

  ウ イにより算出された額の合計額を交付額とする。 

（３）地域福祉増進事業 

  ア 都道府県、指定都市、中核市又は市区町村が行う事業 

  （ア）別表の第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを比

較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を選定する。 

     なお、介護福祉士等修学資金貸付事業については、第３欄に定める基準額

と第４欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定す

る。 

  （イ） （ア）により選定された額に別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た

額を交付額とする。 

  イ 社会福祉協議会等（社会福祉協議会、社会福祉法人、公益法人、ＮＰＯ法人、

厚生労働大臣が適当と認める団体をいう。以下同じ。）が行う事業に対して都

道府県、指定都市、中核市又は市区町村が補助する事業 

（ア） 別表の第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した

額とを比較して少ない方の額を選定する。 

 

  （イ） （ア）により選定された額と都道府県、指定都市、中核市又は市区町村

が補助した額とを比較して少ない方の額に別表の第５欄に定める補助率を

乗じて得た額を交付額とする。 

   

  ウ 地域福祉等推進特別支援事業のうちの「社会福祉推進事業」 

（ア） 平成２５年５月１５日社援発０５１５第１号厚生労働省社会・援護局長

通知の別添「社会福祉推進事業実施要領」に定める対象事業に該当する事業



ごとに、別表の第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額

とを比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額と当該事業ごとの総事業費から寄付金その他の

収入額を控除した額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。 

（４）中国残留邦人等地域生活支援事業 

  ア 別表の第２欄に定める種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める

対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他

の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

  イ アにより選定された額に第５欄に定める補助率を乗じる。 

  ウ イにより算出された額の合計額を交付額とする。 

（５）寄り添い型相談支援事業（全国支援事業） 

別表の第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを比較し

て少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額（社会福祉法人等の営利

を目的としない法人については寄付金を除く。）を控除した額とを比較して少な

い方の額を交付額とする。 

 

（交付額の下限） 

５ ４で定める算定方法により算出された４の（１）から（３）までの合計額が、次

に示す額に満たない場合には、４の（１）から（３）の事業に係る交付の決定は行

わないものとする。 

（１）都道府県、指定都市及び中核市            ３，０００千円 

（２）市区町村                        ３００千円 

（３）社会福祉推進事業採択法人                ５００千円 

 

（補助金の概算払） 

６ この補助金の概算払については、次のとおりとする。 

（１）都道府県、指定都市、中核市、市区町村が実施する事業及び市区町村、社会福

祉協議会等が実施する事業に対し都道府県、指定都市、中核市、市区町村が補助

する事業に対して、厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の

支払計画承認額の範囲内において概算払をすることができる。 

（２）社会福祉推進事業採択法人及び寄り添い型相談支援事業（全国支援事業）実施

法人が行う事業については、厚生労働大臣は原則として支払うべき額が確定した

後、当該法人が提出する精算払請求書に基づいて支払いを行う。この場合におい

て、厚生労働大臣は当該法人から適法な精算払請求書を受理してから速やかにこ

れを行わなければならない。 

ただし、当該法人が概算払による支払いを要望する場合には、厚生労働大臣は

当該法人の資力、補助事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ない

と認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には概算払を

することができる。 

 



（交付の条件） 

７ この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）事業に要する経費の各区分間の配分の変更（それぞれの配分額のいずれか低い

方の額の２０％以内の変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を受

けなければならない。 

（２）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承

認を受けなければならない。 

（３）事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければな

らない。 

（４）事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上（地域福祉等

推進特別支援事業のうちの「社会福祉推進事業」及び「寄り添い型相談支援事業

（全国支援事業）」の場合は単価３０万円以上）の機械及び器具については、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規

定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を

受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

（５）厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、

その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

（６）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけ

ればならない。 

（７）都道府県、指定都市、中核市及び市区町村は、補助金と事業に係る予算及び予

算との関係を明らかにした別紙様式１による調書を作成するとともに、事業に係

る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業の完了

の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属

する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

（８）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、

速やかに、厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。 

（９）都道府県は、介護福祉士等修学資金貸付事業を中止又は廃止した場合には、厚

生労働大臣の定めるところにより返還金の２分の１に相当する金額を国庫に返還

させることがある。 

（10）前号による返還金のうち、未貸付金については、中止又は廃止後ただちに、そ

の後において受け入れた貸付金の返還金については毎年４月３０日までに国庫に

返還しなければならない。 

（11）都道府県又は指定都市は、厚生労働大臣の承認を受けて生活福祉資金貸付事業

を廃止する場合には、社会福祉協議会が現に貸し付けている貸付金の状況及び当

該貸付金の償還計画等を厚生労働大臣に報告するとともに、事業を廃止する時期

までの各年度における国庫補助金の額の合計額を限度として厚生労働大臣が定め

る額を国庫に返還しなければならない。 

（12）都道府県又は指定都市は、厚生労働大臣が社会福祉協議会の生活福祉資金貸付



事業の業務の取扱いが適正を欠くと認め、都道府県又は指定都市に対し、これが

是正の措置を講じるよう指示した場合には、これに従わなければならない。 

（13）都道府県、指定都市、中核市又は市区町村は、国から概算払により間接補助金

に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額

を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければならない。 

（14）都道府県、指定都市、中核市又は市区町村（町村については福祉事務所を設置

している町村に限る。）は、自立支援プログラム策定実施推進事業のうち社会福

祉法人等が行う事業について間接補助金を交付する場合には、社会福祉法人等に

対し、（１）から（６）及び（８）に掲げる条件並びに「事業に係る収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、か

つ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受け

た場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかな

ければならない。」の条件を付さなければならない。この場合において、（１）

から（３）、（５）及び（８）中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事、

指定都市市長、中核市市長、市区町村長」と、（４）中「厚生労働大臣の」とあ

るのは「都道府県知事の」又は「指定都市市長の」又は「市区町村長の」と、「５

０万円」とあるのは「３０万円」と読み替えるものとする。 

（15）都道府県、指定都市、中核市又は市区町村は、地域福祉増進事業のうち社会福

祉協議会等が行う事業について間接補助金を交付する場合には、社会福祉協議会

等に対し、（１）から（３）、（６）及び（８）に掲げる条文並びに「事業に係

る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類

を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止

の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保

管しておかなければならない。」の条件を付さなければならない。この場合にお

いて、（１）から（３）及び（８）中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知

事、指定都市市長、中核市市長又は市区町村長」と読み替えるものとする。 

（16）都道府県又は指定都市は、生活福祉資金貸付事業について間接補助金を交付す

る場合には、都道府県社会福祉協議会に対し、（１）から（６）、（８）、（11）

及び（12）に掲げる条件並びに「事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を

備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書

類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を

受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。」の条

件を付さなければならない。この場合において、（１）から（３）、（５）、（８）、

（11）及び（12）中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」又は「指定都

市市長」と、「都道府県」又は、「指定都市」とあるのは「都道府県社会福祉協

議会」と、「国庫補助金」とあるのは「間接補助金」と、「国庫」とあるのは「都

道府県」又は「指定都市」と、（４）中「厚生労働大臣の」とあるのは「都道府

県知事の」又は「指定都市市長の」と読み替えるものとする。 

（17）（14）から（16）により付した条件に基づき都道府県知事、指定都市市長、中

核市市長又は市区町村長が承認又は指示をする場合には、あらかじめ厚生労働大



臣の承認又は指示を受けなければならない。 

（18）間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合

には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

（19）間接補助事業者が（13）から（16）により付した条件に違反した場合には、こ

の補助金の全部又は一部を取り消すことがある。 

（20）地域福祉等推進特別支援事業のうちの「社会福祉推進事業」及び「寄り添い型

相談支援事業（全国支援事業）」について、社会福祉推進事業採択法人又は寄り

添い型相談支援事業（全国支援事業）実施法人は、補助事業完了後に、消費税及

び地方消費税の申告により補助事業に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額が確定した場合は、別紙様式２により速やかに厚生労働大臣に報告しなけれ

ばならない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支

所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、

本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割

合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

また、厚生労働大臣は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

（21）地域福祉等推進特別支援事業のうちの「社会福祉推進事業」及び「寄り添い型

相談支援事業（全国支援事業）」について、社会福祉推進事業採択法人又は寄り

添い型相談支援事業（全国支援事業）実施法人は、事業に係る収支及び支出を明

らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ、

当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受け

た場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかな

ければならない。 

 

（申請手続）  

８ この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。 

（１）都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長は、別紙様式３による申請書に関

係書類を添えて、毎年度５月末までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。 

（２）社会福祉推進事業採択法人は、別紙様式４による申請書に関係書類を添えて、

毎年度７月末までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。 

（３）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２６条第２項に基づき、補

助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合 

  ア 市区町村長は、別紙様式６による申請書に関係書類を添えて都道府県知事が

定める日までに都道府県知事に提出して行うものとする。 

  イ 都道府県知事は、アの申請書を受理したときは、その内容を審査し必要があ

ると認めたときは現地調査等を行い、その後、適正と認めたときは、これを取

りまとめ別紙様式３に添えて、毎年度５月末までに厚生労働大臣に提出して行

うものとする。 

（４）寄り添い型相談支援事業（全国支援事業）実施法人は、別紙様式５による申請



書に関係書類を添えて、毎年度５月末までに厚生労働大臣に提出して行うものと

する。 

 

（変更申請手続） 

９ この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請

等を行う場合には、８に定める申請手続に従い、毎年度１月末までに行うものとす

る。ただし、地域福祉等推進特別支援事業のうちの「社会福祉推進事業」及び「寄

り添い型相談支援事業（全国支援事業）」については、別紙様式７又は別紙様式８

による申請書に関係書類を添えて、厚生労働大臣に提出して行うものとする。 

 

（交付決定までの標準的期間） 

10 この補助金の交付決定までの標準的期間は、次のとおりとする。 

（１）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２６条第２項に基づき、補

助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合都道府県知事は、８の

（２）及び９による交付申請書が到達した日から起算して原則として１か月以内

に厚生労働大臣に提出を行うものとし、厚生労働大臣は、交付申請書が到達した

日から起算して原則として２か月以内に交付の決定（決定の変更を含む。）を行

うものとする。 

（２）（１）以外の場合 

   厚生労働大臣は、８の（１）、（２）及び（４）並びに９による交付申請書が

到達した日から起算して原則として２か月以内に交付の決定（決定の変更を含

む。）を行うものとする。 

    

（交付決定の通知） 

11 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２６条第２項に基づき、補助

金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合、都道府県知事は、厚生労働

大臣の交付決定（又は変更交付決定）があったときは、市区町村長に対し、別紙様

式９又は別紙様式１０により速やかに交付決定の通知を行うものとする。 

 

（実績報告） 

12 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。 

（１）都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長は、事業が完了したときは、別紙

様式１１による事業実績報告書に関係書類を添えて、翌年度の６月末日までに厚

生労働大臣に提出して行うものとする。 

（２）社会福祉推進事業採択法人は、事業が完了したときは、別紙様式１２による事

業実績報告書に関係書類を添えて、翌年度の４月１０日までに厚生労働大臣に提

出して行うものとする。 

（３）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２６条第２項に基づき、補

助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合 

  ア 市区町村長は、別紙様式１４による事業実績報告書に関係書類を添えて都道



府県知事が定める日までに都道府県知事に提出して行うものとする。 

  イ 都道府県知事は、アの事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し

必要があると認めたときは現地調査等を行い、その後、適正と認めたときは、

これを取りまとめ別紙様式１１に添えて翌年度の６月末日までに厚生労働大臣

に提出して行うものとする。 

（４）寄り添い型相談支援事業（全国支援事業）実施法人は、事業の完了した日から

起算して１ヶ月を経過した日（７（３）により事業の中止又は廃止の承認を受け

た場合には、当該承認通知を受理した日から起算して１ヶ月を経過した日）又は

翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに別紙様式１３による報告書を厚生労

働大臣に提出して行わなければならない。 

 

（補助金の額の確定の通知） 

13 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２６条第２項に基づき、補助

金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合、都道府県知事は、厚生労働

大臣の交付額の確定があったときは、市区町村長に対して、別紙様式１５により速

やかに確定の通知を行うものとする。 

 

（補助金の返還） 

14 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国

庫に返還することを命ずる。 

 

（その他） 

15 特別の事情により４、８、９及び１２に定める算定方法、手続によることができ

ない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるも

のとする。 


